
イ
ベ
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お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

くらしの情報

自
動
車
税
の
納
付
に
つ
い
て

　
自
動
車
税
の
納
期
限
は
5
月
31

日
㈭
で
す
。
納
期
内
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

　
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
付
、
預

金
口
座
か
ら
の
振
替
納
付
の
他
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
、
ペ
イ
ジ
ー

納
付
も
で
き
ま
す
。

　
心
身
障
が
い
者
の
方
に
対
し
て

は
、
障
が
い
の
程
度
な
ど
、
一
定

の
要
件
の
も
と
に
減
免
制
度
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
左
記
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
栃
木
県
税
事
務
所

　
☎
０
２
８
２（
23
）３
４
１
１

■
申
請
場
所

　
税
務
課

※
申
請
書
は
税
務
課
に
備
え
て
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。軽

自
動
車
税
の
減
免
申
請
に

つ
い
て
（
継
続
さ
れ
る
方
）

　
平
成
29
年
度
に
減
免
を
受
け
た

方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
す
で
に
郵

送
し
て
あ
り
ま
す
「
軽
自
動
車
税

現
況
報
告
書
兼
減
免
継
続
申
請

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
初
め
て
の
方
及
び
継
続
さ
れ
る

方
は
、
次
の
こ
と
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
納
付
済
み
の
場
合
は
、
減
免
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

自
動
車
は
、
障
が
い
者
の
方
1
人

に
つ
き
1
台
で
す
。

※
普
通
自
動
車
も
所
有
し
て
い
る

方
で
、
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け

て
い
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税
の

減
免
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

ま
で
に
税
務
課
で
の
申
請
が
必
要

で
す
。

■
減
免
対
象
軽
自
動
車

⃝

身
体
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い

者
が
自
ら
使
用
す
る
軽
自
動
車

⃝

身
体
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い

者
の
た
め
に
、
生
計
を
一
に
す
る

方
が
使
用
す
る
軽
自
動
車

⃝

構
造
が
身
体
障
が
い
者
等
の
利

用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
軽
自
動

車■
お
持
ち
い
た
だ
く
物

⃝

身
体
障
が
い
者
手
帳
、
療
育
手

帳
ま
た
は
精
神
障
が
い
者
保
健
福

祉
手
帳

⃝

運
転
す
る
方
の
免
許
証

⃝

車
検
証
の
コ
ピ
ー

⃝

平
成
30
年
度
軽
自
動
車
税
納
税

通
知
書

⃝

構
造
に
よ
る
減
免
に
つ
い
て
は
、

軽
自
動
車
の
写
真　
側
面
及
び
後

面
（
後
面
は
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る

も
の
）　

⃝

印
鑑

⃝

納
税
義
務
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通

知
書

※
納
税
義
務
者
が
手
帳
所
有
者
ま

た
は
運
転
す
る
方
以
外
の
場
合
、

本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

■
申
請
期
間

　
5
月
7
日
㈪
～
5
月
31
日
㈭

　
（
土
・
日
を
除
く
）

軽
自
動
車
税
を
口
座
振
替

さ
れ
て
い
る
方
へ
お
願
い

　
車
検
の
あ
る
軽
自
動
車
の
軽
自

動
車
税
を
口
座
振
替
さ
れ
て
い
る

方
へ
の
車
検
用
納
税
証
明
書
の
送

付
は
、
6
月
10
日
頃
と
な
り
ま
す
。

　
車
検
は
、
車
検
有
効
期
限
の
1

か
月
前
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
誠
に
恐
れ
入
り
ま
す
が
、

車
検
有
効
期
限
が
平
成
30
年
6
月

1
日
か
ら
6
月
10
日
頃
の
場
合
、

平
成
29
年
度
の
車
検
用
納
税
証
明

書
（
証
明
書
の
有
効
期
限
平
成
30

年
5
月
30
日
）
で
、
5
月
30
日
㈬

ま
で
に
車
検
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
平
成
30
年
度
車
検
用
納

税
証
明
書
（
証
明
書
の
有
効
期
限

平
成
31
年
5
月
30
日
）
は
、
金
融

機
関
か
ら
の
収
税
処
理
が
確
認
さ

れ
次
第
、
税
務
課
窓
口
に
て
申
請

に
よ
り
無
料
で
発
行
し
ま
す
。

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

に
つ
い
て（
初
め
て
の
方
）

　
障
が
い
の
あ
る
方
の
た
め
に
使

用
す
る
軽
自
動
車
で
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
場
合
、
軽
自
動
車
税

の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　
新
規
で
減
免
の
申
請
を
さ
れ
る

方
は
、
納
期
限
（
5
月
31
日
㈭
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
納
税
通
知
書
及
び
課
税

明
細
書
に
つ
い
て

　
平
成
30
年
度
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
は
5
月

1
日
㈫
に
発
送
し
ま
す
。
合
わ
せ

て
課
税
明
細
書
を
同
封
し
ま
す
の

で
、
課
税
物
件
に
誤
り
が
な
い
か

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
所
有

物
件
数
（
土
地
の
筆
数
、
家
屋
の

棟
数
の
合
計
）
が
16
件
を
超
え
る

方
に
は
、
納
税
通
知
書
と
は
別
に

課
税
明
細
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
全
期
前
納
分
と
第
1

期
分
の
納
期
限
（
口
座
振
替
日
）

は
5
月
31
日
㈭
で
す
。

軽
自
動
車
税

納
税
通
知
書
に
つ
い
て

　
平
成
30
年
度
軽
自
動
車
税
の
納

税
通
知
書
は
5
月
7
日
㈪
に
発
送

し
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
軽
自
動
車
税
の
納

期
限
（
口
座
振
替
日
）
は
5
月
31

日
㈭
で
す
。

税税
■
問
い
合
わ
せ
先

  

税
務
課

  

☎（
32
）８
８
９
３
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